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令和３年 第６回農業委員会総会 議事録

１．日 時 令和３年６月１０日（木）午前９時３０分～

２．場 所 にかほ市金浦庁舎 第３会議室

３．委員総数 １２名

４．出席した委 ２番 佐藤 直 ３番 須藤孝子 ４番 巴 朋之

員（１０名） ５番 齋藤勝義 ６番 齋藤文男 ７番 佐藤久美子

８番 齋藤久江 ９番 森 榮一 10番 加藤朋光

12番 小林 豊

５．欠席した委 １番 須田貴志 11番 遠藤 豊

員（２名）

６．総会議長 会長 小林 豊

７．会議録署名 10番 加藤朋光 ２番 佐藤 直

委員

８．出席した事 事務局長 佐々木和則 副主幹班長 小森俊英

務局職員 主任 舘岡里海

９．議事日程 第１ 会議録署名委員の指名

第２ 会議書記の指名

第３ 会期の決定

第４ 諸般の報告

第５ 議案審議

報告第１１号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約)について

・・・【１件】

報告第１２号 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について

・・・【１件】

議案第２０号 農地法第３条の規定による所有権移転の件ついて

・・・【３件】
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議案第２１号 農地法第５条の規定による使用目的変更に伴う賃借権設定の

件ついて ・・・【３件】

議案第２２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定

について ・・・【３６件】

◆事務局長 ただ今より、令和３年第６回農業委員会総会を開催します。

（開会 午前９時３０分）

【 会長挨拶 】

◆事務局長 にかほ市農業委員会会議規則第６条の規程に基づき、会長が

議長となり議事を進行します。

◇議長 欠席者を報告します。１番須田貴志委員と11番遠藤豊委員よ

り欠席の報告がありました。ただ今の出席委員は、委員総数１

２名中１０名です。出席委員は過半数に達しています。よって

本日の会議は成立しました。

日程第１ 会議録署名委員の指名

◇議長 １０番 加藤朋光委員 ２番 佐藤直委員の両名にお願いい

たします。

日程第２ 会議書記の指名

◇議長 会議書記には、本日出席の事務局職員を指名いたします。

日程第３ 会期の決定

◇議長 会期は本日１日限りといたします。

日程第４ 諸般の報告

【 詳細に報告 】

日程第５ 議案審議

◇議長 報告第１１号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合

意解約)について上程します。

◆事務局長 報告第１１号は、農地中間管理事業を活用し、新たに利用権

を設定するために合意解約するものです。なお新たな賃借権の

設定として議案第２２号－２９に上程されています。
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【 質問・意見なし 】

◇議長 報告第１１号については異議なしと認め、同意することに決

定します。

次に、報告第１２号 農地法施行規則第２９条第１号の規定

による届出について上程します。

◆事務局長 報告第１２号は、農地転用の届出です。農地法施行規則第２

９条第１号の規定により、２アール未満の自作地において、農

地の保全もしくは農地の利用増進のために農業用施設等に転用

する場合は、農地の転用制限の例外規定に該当し、転用許可不

要とされています。その際、にかほ市では農地転用の届出を提

出することとしています。

場所は、長岡集落から東方向に４００ｍの場所にある森建設

工業株式会社の会社事務所から、さらに県道上郷仁賀保線を挟

んで東方向５０ｍに位置しています。

届出の内容は、象潟町長岡字本田地内の『畑』１筆２，２１

８㎡のうち１０５．３２㎡について、農業用倉庫に転用するも

のです。

【 質問・意見なし 】

◇議長 報告第１２号については異議なしと認め、同意することに決

定します。

次に、議案第２０号 農地法第３条の規定による所有権移転

の件について上程します。

◆事務局長 議案第２０号－１は、譲受人が経営規模を拡大するため、売

買により所有権移転するものです。金額は全部で３７万２千４

百円です。

議案第２０号－２は、５月２７日付けで届出されましたが、

昨日、双方の合意により取下げの申し出がありましたので、当

該議案についても取下げいたします。

議案第２０号－３は、譲受人が経営規模を拡大するため、売

買により所有権移転するものです。金額は全部で３５万６千円

です。

議案第２０号－１及び３は、農地法第３条第２項のいずれに

も該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。
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【 質問・意見なし 】

【 賛成の挙手全員 】

◇議長 議案第２０号－１及び３について、許可することに決定しま

す。

次に、議案第２１号 農地法第５条の規定による使用目的変

更に伴う賃借権設定の件について上程します。

◆事務局長 議案第２１号－１及び２は、場所は小砂川集落の北部にある

上浜中央地区汚水処理場から南西方向１００ｍに位置していま

す。にかほ市象潟町小砂川字大田地内の登記地目が『田』の農

地ですが、現況は保全管理農地と判断しています。

ＪＲは、羽越本線に近接する排水溝の通水状況を改良するた

めに、排水溝の改良工事を計画しており、隣接する当該地を工

事用通路や資機材置場などの作業ヤードとして使用するために

一時転用するものです。期間は今年９月末までです。面積は、

象潟町小砂川字大田地内４筆２，０９８㎡のうち３１６．２８

㎡です。

当該地は、農用地区域内農地と農用地区域外農地が入り組ん

でいますが、農地区分は第１種農地であり、農地転用は原則不

許可です。しかし、工事現場に隣接する農地であり、他に進入

路の確保が困難であることと、工事のための一時的な利用であ

ることから、農地法の不許可の例外として認められます。現地

は、由利地域振興局職員及び須田貴志委員に確認してもらって

います。

議案第２１号－３は、国土交通省秋田河川国道事務所所管の

日本海沿岸東北自動車道路工事に係る一時転用です。

この工事の請負業者が、農地法の認識不足のため、今年２月

頃からこれまで当該地を無断転用し、資材置場や作業ヤードと

して使用していました。そこで、今般、改めて転用許可申請を

するものです。議案書に顛末書を添付していますが、当該業者

は深く反省しており、農業委員会としても再発防止のために指

導していきます。

場所は、大須郷集落の北端に位置しています。にかほ市象潟

町大須郷字大ノ口地内の登記地目が『田』の農地ですが、現況

は保全管理農地と判断しています。

申請の目的は、日本海沿岸東北自動車道路工事に係る資材置

場、仮設事務所、仮設駐車場用地としての使用です。期間は来

年３月末までです。面積は、象潟町大須郷字大ノ口地内１筆１，
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５３１㎡です。

当該地は農用地区域内農地であり、農地転用は原則不許可で

すが、工事現場に通じる市道に隣接しており、代替地の確保が

困難であることと、工事のための一時的な利用であることから、

農地法の不許可の例外として認められます。現地は、由利地域

振興局職員及び須田貴志委員に確認してもらっています。

【 質問・意見なし 】

【 賛成の挙手全員 】

◇議長 議案第２１号－１から３について、許可相当の意見を付して

知事に進達することに決定します。

次に、議案第２２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画の決定について上程します。

◆事務局長 市長より、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる、農用地利用集積計画の決定を求められています。利用権

設定計画が合わせて３６件あり、うち賃借権の新規設定が４件、

再設定が３１件のほか、使用貸借権の設定が１件で、総面積は

２１９，３３９．７７㎡です。以上の計画要請の内容は、農業

経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件をすべて満たして

いると考えます。

議案第２２号－１及び２は受人が同一であり、いずれも賃借

権の再設定です。契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記

載のとおりです。

議案第２２号－３から８は受人が同一であり、いずれも賃借

権の再設定です。契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記

載のとおりです。

議案第２２号－９は、使用貸借権の新設です。契約条件並び

に受人の経営状況は、議案に記載のとおりです。

議案第２２号－１０及び１１は、いずれも賃借権の再設定で

す。契約条件並びに受人の経営状況は、議案に記載のとおりで

す。

議案第２２号－１２は、賃借権の再設定です。契約条件並び

に受人の経営状況は、議案に記載のとおりです。

議案第２２号－１３は、賃借権の新設です。契約条件並びに

受人の経営状況は、議案に記載のとおりです。

議案第２２号－１４から２５は受人が同一であり、いずれも

賃借権の再設定です。契約条件並びに受人の経営状況は、議案

に記載のとおりです。
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議案第２２号－２６は、賃借権の新設です。契約条件並びに

受人の経営状況は、議案に記載のとおりです。

議案第２２号－２７から２９は受人が同一であり、いずれも

解除条件付き賃借権の新設です。そのうち議案第２２号－２９

は、農地中間管理事業を利用するものです。契約条件並びに受

人の経営状況は、議案に記載のとおりです。

【 質問・意見なし 】

【 賛成の挙手全員 】

◇議長 議案第２２号－１から２９について、原案どおり承認するこ

とに決定します。

次の議案第２２号－３０から３６は、私、１２番小林豊委員

に関連ありますので退席いたします。議事の進行は、２番佐藤

直委員が議長になって進めていただきます。

〈１２番 小林豊委員 退席〉 （午前９時５３分）

◆事務局長 議案第２２号－３０から３６は、受人が同一であり、いずれ

も賃借権の再設定です。契約条件並びに受人の経営状況は、議

案に記載のとおりです。

【 質問・意見なし 】

【 賛成の挙手全員 】

◇議長 議案第２２号－３０から３６について、原案どおり承認する

(佐藤直委員）ことに決定します。

〈１２番 小林豊委員 着席〉 （午前９時５４分）

◇議長 これをもって総会を閉会します。ありがとうございました。

（閉会 午前９時５５分）
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本総会議事録は、にかほ市農業委員会会議規則第２７条の規定によりこれを

作成し、その次第に相違ないことを証明するために下記に署名押印する。

令和３年６月１０日

会議録署名委員

総会議長 会長

委 員 １０番

委 員 ２番


